
第 9 回 口 頭 弁 論 調 書

裁判長認印

事 件 表 示

期

場所及び公開の有無等

令和6年 (行 )第 6 2号 (第 1事件 )

令和 6年 (行 )第 6 3号 (第 2事件 )

合和7年 1 2月 2 3日午前1 1時 0 0分

東京地方裁判所民事第38部法廷公開

裁 判 長 裁 判 官 鎌 野 真 敬

裁 判

裁 判

官 志 村 由 貴

中 川 大 夢

裁 判 所 書 記 官 清 水 健 太 郎

出頭した当事者等

指 定 期 日

別紙出頭当事者目録記載のとおり

令和8年3月6日午後1時30分進行協議

(既指定)

令和8年3月6日午後2時00分口頭弁論

(既指定)

令和8年6月1 6日午前1 0時3 0分進行協議

令和8年6月16日午前11時00分口頭弁論

出頭当事者

弁 論 の 要 等

従前の口頭弁論の結果陳述

被 告

裁判長

準備書面(9)及準備書面(10)陳述

1



被告は、

1 原 告 の 求 釈 明 書 ( 2 0 2 5 年 1 2 月 2 2 日 付 け ) に つ い て 、 検 討 さ れ

たい。特に、「第13.文書の管理について」、「第14文書の探索

について」のうち事実関係に関するものについては、できる限り回答す

る方向で検討されたい。

また、本件の争点である文書の存否に関係する、事実関係に関する求

釈明については、被告において不開示情報に該当すると主張しているよ

うなものを除き、できる限り回答する方向で検討されたい。

なお、求釈明事項が多数の事項に及ぶが、できる限り、次回期日まで

に対応されたい。

2 原告の準備書面(9)及び準備書面(10)に対する反論並びに前回

の口頭弁論期日で裁判所から確認を求めた事項について、準備書面を提

出されたい。

証拠関係別紙のとおり

裁判所書記官清水 健太郎
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別紙

出頭当事者目録

1 原 告

(1)第1・第2事件原告

岡田正則

(2)第1事件原告

小森田秋夫、宮腰直子、彌重仁也

(3)第2事件原告

加藤陽子

2 原告ら代理人等

(1)第1事件原告兼第1·第2事件原告5代理人

福田護、三宅弘、米倉洋子、南典男、神谷延治、辻田航

(2)第1・第2事件原告5代理人

関守麻紀子、大山勇一、安齋由紀

3 被告指定代理人

田中隆士、市原麻衣,原田直也、岸彩子、林花梨、佐藤和斗、

鈴木智文、吉澤駿太、河北浩之
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以 上



第3号様式(書証目錄) 事件の表示 令和6年 (行 )第 6 2号
令和 6年 (行 )第 6 3号

書 証 目 録 ( 原 告 提 出 分 )

(二の目録注,各期日)調書一体上公る毛?る。)

( 甲 A 号 証 )

提 出 陳 述

番 号 成立の争いに 考
期 日 標 目 等 期日 成 立 ついての主張

1 第 1 回回 第 回

弁
証明書(2024.4.19付)

論のとおり □ 弁 論
大犬L、「原本」上百の在
寸「写」上訂正

7 5 準 備 的 弁 論 、 甲 A 4 0 ~ 甲 A 5 1 の 作 成 者 準 備 的 弁 論

をいずれも「内閣総理大臣」
と訂正

弁 論 準 備 口 弁 論 備準

第 5 第 回

7691
弁

證掟明書(20252026甜
のとおり

金 碗論弁
N

準 備 的 論
8 3

弁 論 準 備

84

第6
弁

回回

馬

□準備的弁論

凵

弁論準備

第 回

論

□準備的弁論

筆捲脱明書(2025512.
のとおり 口弁

準 備 的 論

弁 論 準 備 弁

第7回 第

備

回

論

回

8 5
論のとおり
新装明書(2025.7。22)

口弁 筆

88 □準備的弁論 □ 準 備 的 論

口

89
了

92

弁 論 準

回第

弁

Q

□弁

維

準 備

延撫明書(2025.1222)
無 弁 論號

回

□ 準 備 的 論□ 準 備 的 論

□ 弁 論 備 口 弁 備

口

第

弁

回

□ 準 備 的 論

弁 論

(注)該当する事項の口にレを付する。

第

口弁

回

論

□ 準 備 的 論

弁 論 準 備




